
佐賀市危険空家除去費助成金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例（平成２５年佐賀市条例第

４号。以下「条例」という。）第１１条の規定に基づく助成の実施について、佐賀市補助

金等交付規則（平成１７年佐賀市規則第６４号）に定めるもののほか必要な事項を定める

ものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、条例の例による。 

 

（助成金の額） 

第３条 助成金の額は、50 万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の 2 分の 1 に

相当する額とする。 

(1) 建物等の除却 

(2) 廃材等の運搬及び処理 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた措置 

 

 （助成の手続） 

第４条 助成金の交付を受けようとする者は、佐賀市危険空家除去費助成金申請書（様式第

１号）により、次の各号の書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長は、

必要がないと判断した書類の添付を省略させることができる。 

(1) 建物及び土地の登記事項証明書（未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し

又は固定資産税納税通知書の写し） 

(2) 位置図及び外観写真 

(3) 工事見積書（内容明細の付いたもの） 

(4) 市税等の完納証明書 

(5) 暴力団排除に係る誓約書 

(6) その他市長が特に必要と認める書類 

 

 （助成金の交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、佐賀市危

険空家除去費助成金交付決定書（様式第２号）又は佐賀市危険空家除去費助成金不交付決

定書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

 

 （事業内容の変更・中止承認申請） 



第６条 申請者は、前条の規定により助成金の交付を決定した後、事業内容又は経費につい

て変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ佐賀市危険空家除去費助成金交付申

請事項変更・中止申請書（様式第４号）により、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、第１項に規定する変更又は中止の申請を受理したときは、佐賀市危険空家除去

費助成金交付申請事項変更・中止承認通知書（様式第５号）により、申請者に通知するも

のとする。 

 

 （実績報告） 

第７条 申請者は、事業の完了の日から３０日を経過した日又は当該交付決定の日が属す

る会計年度の３月３１日のいずれか早い日までに佐賀市危険空家除去費助成金事業実績

報告書（様式第６号）に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならな

い。 

 ⑴ 契約書の写し 

 ⑵ 領収書又はそれに代わる証明の写し 

 ⑶ 事業施工前、施工中、施工後の写真 

 

 （助成金の交付額の確定） 

第８条 市長は、前項の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査のうえ、

佐賀市危険空家除去費助成金確定通知書（様式第７号）により、申請者に通知するものと

する。 

 

 （助成金の請求） 

第９条 申請者は、前条に規定する通知書を受けたときは、速やかに佐賀市危険空家除去費

助成金交付請求書（様式第８号）を、市長に提出しなければならない。 

 

 （交付決定の取消し等） 

第１０条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交

付の決定を取り消すことができる。この場合において、すでに助成金が交付されていると

きは、市長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 ⑴ 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付又は交付の決定を受けたとき。 

 ⑵ 助成金を他の用途に使用したとき。 

 ⑶ 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に基づく命令に違反

したとき。 

 ⑷ 条例、規則又はこの要綱の規定に違反したとき。 

 

（その他） 



第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年１０月５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


